
                                     資料１  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２６年６月１１日 

 

 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

（平成26年６月11日 諮問第15号） 

 

［国際海事機関(ＩＭＯ)決議(航海情報記録装置の性能基準の改正）による制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （夏賀課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 

                         （保坂課長補佐、栗原係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０１ 
 



諮問１５号説明資料 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 
（国際海事機関(ＩＭＯ)決議(航海情報記録装置の性能基準の改正）による制度整備） 

 

１ 諮問の概要 

  航海情報記録装置（以下「ＶＤＲ（注１）」という。）は、海難事故原因の調査に資

するため、航海中の通信記録等を記録媒体に保存する装置であり、「海上における

人命の安全のための国際条約（ＳＯＬＡＳ条約）」により国際航海に従事する旅客

船及び大型貨物船に搭載することが義務付けられている。なお、一部の貨物船につ

いては、ＶＤＲに代えて、記録情報の一部を簡素化した簡易型航海情報記録装置

（以下「Ｓ－ＶＤＲ（注２）」という。）の搭載が認められており、固定式及び浮揚式
（注３）がある。 

浮揚式のＳ－ＶＤＲは、平成 18 年度に制度整備を行った衛星位置指示無線標識に

備えることとされ、当該無線標識は、船舶が沈没した際、人工衛星を介して陸上の捜

索救助機関へその位置を探知させる信号を送信するものである。 

2012 年（平成 24 年）６月、国際海事機関（以下「ＩＭＯ」という。）の決議（Ｖ

ＤＲの性能基準の改正）により、固定式のＶＤＲのほか、新たに長時間記録式及び浮

揚式のＶＤＲが規定され、2014 年（平成 26 年）７月１日以降、対象船舶に搭載され

るＶＤＲから適用されることとなった。 

このうち浮揚式のＶＤＲは、衛星位置指示無線標識（浮揚式のＳ－ＶＤＲに備える

ものと同じ技術基準のもの）に備えることとされていることから、ＩＭＯの決議に伴

い、義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器として浮揚式のＶＤＲを追加

する等、所要の規定の整備を行う（「別添」参照）。 

 

注１：Voyage Data Recorder 

注２：Simplified Voyage Data Recorder 

注３：「浮揚式」とは、船舶が沈没した際、船体から自動離脱し、海面に浮揚するもの。 

 

２ 省令改正の概要 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案 

（１）電波法施行規則の一部改正 

   ＩＭＯの決議に伴い、義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器とし

て、航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識を追加すること（第 28条第

４項関係）。 

（２）無線設備規則の一部改正 

   ＩＭＯの決議に伴い、衛星位置指示無線標識の技術基準に係る規定の整備を行

うこと（第 45条の３の５関係）。 
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〈参考〉 

無線機器型式検定規則の一部改正 

衛星位置指示無線標識の機器の型式表示に係る指定項目を追加し、当該機器の型式

に関する記号を定めること（別表第７号及び別表第８号関係）。 

 

３ 施行時期 

平成 26年 7月 1日 施行（予定） 
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○ＶＤＲ※１は、海難事故原因の調査に資するため、航海中の通信記録等を記録媒体に保存する装置であり、ＳＯＬＡＳ条約※２に
より国際航海に従事する旅客船及び大型貨物船に搭載することが義務付けられている。なお、一部の貨物船には衛星位置指示無
線標識※３に備える浮揚式※４のＳ－ＶＤＲ※５の搭載が認められている。 

○国際海事機関（ＩＭＯ）の決議（ＶＤＲの性能基準の改正）により、固定式のＶＤＲの記録時間等が変更されたほか、新たに長
時間記録式及び浮揚式のＶＤＲが規定され、2014年７月１日以降に搭載されるＶＤＲから適用されることとなった。 

○浮揚式のＶＤＲは、衛星位置指示無線標識に備えることとされているため、国際海事機関（ＩＭＯ）の決議に伴い、義務船舶局
が備えなければならない無線設備の機器として浮揚式のＶＤＲを規定する等、所要の規定の整備を行う。 

 国際海事機関(ＩＭＯ)決議(航海情報記録装置の性能基準の改正）による制度整備の概要 

＜改正事項＞ 

省 令 等 改正内容 

電波法施行規則 ・国際海事機関（ＩＭＯ）の決議に伴い、義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器として、航海情報記録装置を備える衛
星位置指示無線標識を追加すること（第28条第４項関係）。 

無線設備規則 ・国際海事機関（ＩＭＯ）の決議に伴い、衛星位置指示無線標識の技術基準に係る規定の整備を行うこと（第45条の３の５関係）。 

無線機器型式検定規則 ・衛星位置指示無線標識の機器の型式表示に係る指定項目を追加し、当該機器の型式に関する記号を定めること（別表第７号及
び別表第８号関係）。 

関係告示（諮問対象外） ・型式検定に合格したものであることを要しない無線設備に船舶安全法（昭和８年法律第11号）第６条ノ４の規定による型式承認を
受けた航海情報記録装置（設備規則第45条の３の５の無線設備に限る。）の機器を追加すること。 

別添 

Cospas-Sarsat衛星 

沈 没 

浮揚式以外のVDRは 
船とともに海底へ 
（回収が困難） 

浮揚式 
のVDR 

船体から 
自動離脱し浮揚 

406MHz 

業務管理センター 

捜索救助機関 

VDRの 
    回収 

浮揚式のVDRによる 
通報のイメージ 

国際航海に従事する旅客船（150トン以上）  ＶＤＲ 

国際航海に従事する貨物船 
（3,000トン以上） 

2002年7月1日以降に建造された船舶 ＶＤＲ 

2002年6月30日以前に建造された船舶 ＶＤＲ 又は Ｓ－ＶＤＲ 

※１ Voyage Data Recorder ： 航海情報記録装置 
※２ 海上における人命と安全のための国際条約 
※３ 人工衛星局の中継により、電波の送信地点を探知させるための信号を送信する無線設備 
※４ 船舶が沈没した際、船体から離脱し海面に浮揚するもの 
※５ Simplified Voyage Data Recorder ： 簡易型航海情報記録装置（記録すべき情報が一部が簡素化されたもの） 

搭載義務船舶と必要なＶＤＲ等 

ＶＤＲ（現行） 

Ｓ－ＶＤＲ 

固定式 

固定式 浮揚式 
（電波を使用） 

性能基準の改正 
（2012.6  IMO決議 MSC.333(90)） 

固定式 浮揚式 
（電波を使用） 

長時間 
記録式 

VDRとS-VDRは 
記録媒体部分が 
異なるのみで、無線
標識部分は、同一。 

衛星位置指
示無線標識 

記録媒体 

バッテリー 

平成18年度に制度整備 

ＶＤＲ（新） 

IMOの決議により、電波を使用
する浮揚式が追加されたため、
関係規定の整備を行うもの。 

浮揚式の構造 

※ Ｓ－ＶＤＲは、当初から固定式
と浮揚式が規定されている。 
 今回、性能基準に変更はない。 

通
信
記
録
等
の
情
報 

保存 

http://computers.yahoo.co.jp/download/jcnland/clip/automotive/ship/3004020209.html
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無線設備規則の一部を改正する省令案について 
（平成26年６月11日 諮問第16号） 

 

［80GHz帯高速無線伝送システムのうち狭帯域システムの導入］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （夏賀課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局基幹通信課 

                         （中越課長補佐、下地係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８８６ 
 



 

無線設備規則の一部を改正する省令案 
（80GHz 帯高速無線伝送システムのうち狭帯域システムの技術的条件の導入に係る制度整備） 

 

 

１ 諮問の概要  
 

80GHz帯において 5GHz幅を使用する 80GHz帯高速無線伝送システムは、光ケーブル

の敷設が困難な地域等における高速伝送回線等として利用されているが、移動通信シ

ステムの高度化等に向けた技術開発や標準化の進展等に伴い、基地局間のネットワー

ク回線として本システムを利用するニーズが顕在化しつつある。 

平成 24年 3月には国際電気通信連合において、当該帯域の効率的な利用に向けて

帯域内のチャネルを細分化する規定が勧告化され、本勧告に準拠した狭帯域システム

の利用が世界的に始められている。 

このような動向を踏まえ、80GHz帯高速無線伝送システムに狭帯域システムを導入

するため関係省令の一部改正を行うものである。 

 

 

２ 改正概要  
 

(1) 無線設備規則 

80GHz帯高速無線伝送システムのうち狭帯域システムの技術的条件を追加する。 

 

 

３ 施行期日  
 

公布の日から施行。 

 

 

 

諮問第 16号説明資料 
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 「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち、 
「80GHz帯高速無線伝送システムのうち狭帯域システムの技術的条件」について 

 ○ 光ケーブルの敷設が困難な地域等における高速伝送回線や

高精細映像の伝送回線として、1Gbps以上の伝送速度が可能と

なる80GHz帯高速無線伝送システムが利用されている 

 ○ 移動通信システムの高速化等に向けた技術開発や標準化の

進展等に伴い、大容量伝送が可能な80GHz帯高速無線伝送シ

ステムを基地局間で結ぶネットワーク回線として利用するニー

ズが顕在化 

 ○ 当該周波数帯域の効率的な利用に向けて、平成24年3月に

国際電気通信連合において帯域内のチャネルを細分化する規

定が勧告化   

１．審議の背景 

図１ 80GHz帯高速無線伝送システムの新たな利用例 

2 

別添 

 ○ 制度化済みの広帯域システムと使用周波数帯を共有 

    71-76/81-86GHz帯をペアで使用するFDDシステム 

 ○ チャネル分配は、ITU-R勧告に準拠 

    上記周波数帯を、250/500/1,000/2,000MHzのチャネル幅で運用 

 ○ スペクトルマスク等の規定値として、ETSI技術標準を参考 

    ETSI EN 302 217-03標準の規定値を参考 

２．狭帯域システムの概要 

図２ 狭帯域システム チャネル分配 
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80GHz帯高速無線伝送システムの主な技術的条件の概要 

区分 広帯域システム 狭帯域システム 

周波数帯 71GHz～76GHz / 81GHz～86GHz 71GHz～76GHz / 81GHz～86GHz 

空中線電力 最大１W（尖頭電力） 最大１W（電波型式毎に規定） 

変調方式 規定しない 規定しない 

占有周波数帯幅 5GHz（指定周波数帯による） 250MHz/500MHz/1,000MHz/2,000MHz 

隣接チャネル 
漏えい電力比 － -23dB以下 

周波数の 
許容偏差 規定しない 占有帯域幅が250/500MHzの場合：±150ppm以内 

占有帯域幅が1,000/2,000MHzの場合：±0.02×占有帯域幅以内 

送信スペクトルマ
スク 規定しない ETSI EN 302-217-3 V2.2.0 Annex UCの絶対値規定マスクに国内送

信出力制限を適用 

帯域外領域におけ
る不要発射強度 

76-81GHz：-25dBm/MHz（注） 

上記帯域以外：100μW/MHz 
76-81GHz：-25dBm/MHz 
上記帯域以外：100μW/MHz 

ｽﾌﾟﾘｱｽ領域にお
ける不要発射強度 50μW/MHz 50μW/MHz 

その他 電波天文受信施設の近傍において
は運用に当たって調整を実施 

電波天文受信施設の近傍においては運用に当たって調整を実施 
電波の伝搬環境の状態に対応して伝送容量の最適化を実現する
ため、空中線電力を制御する自動電力制御機能や適用する変調
方式を動的に変更する適応変調を導入することが望ましい 

（注）適用に際しては、国内外における広帯域システムの無線設備の開発状況等を踏まえて、適用を行う時期を決定することが望ましい。 
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周波数割当計画の一部を変更する告示案について 

（平成26年6月11日 諮問第17号） 

 

［80GHz帯高速無線伝送システム（狭帯域システム）の導入等に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （夏賀課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波政策課 

                         （星野周波数調整官、渡辺係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７５ 
 



諮問第１７号説明資料 

 

周波数割当計画の一部を変更する告示案について 

（80GHz帯高速無線伝送システム（狭帯域システム）の導入等に係る制度整備） 

 

 1 諮問の概要 
 

80GHz帯高速無線伝送システムは、光ファイバの敷設が困難な地域等において 1Gbps

以上の高速無線伝送が可能なシステムとして利用されている。その高度化について、

国際動向や国内ニーズも踏まえて検討が行われ、平成 26 年 4 月、「80GHz 帯高速無線

伝送システムのうち狭帯域システム の技術的条件」について、情報通信審議会より答

申を受けたところである。この狭帯域システムは、様々な用途で使用されることが期

待されており、今後、放送事業用途の利用も見込まれている。 

また、携帯電話用周波数の確保に向けて、利用が減少してきている 1.5GHz 帯デジ

タル MCA陸上移動通信システムの周波数の使用期限を平成 26年 3月 31日までと定め

ていたところ、同期限までに運用が終了し、平成 26 年 4 月より携帯電話用周波数へ

の切り替えが完了したところである。 

このような状況 を踏まえ、周波数割当計画の一部を変更するものである。 

 

 
 2 改正概要 
 

(1) 71～76GHz 帯及び 81～86GHz 帯において、80GHz 帯高速無線伝送システムが放送

事業用でも使用可能となるよう、同周波数帯に分配されている「移動業務」に、

「無線局の目的：放送事業用」を追加する。 

(2）1455.35～1475.9MHz 帯及び 1503.35～1518MHz 帯において、1.5GHz 帯デジタル

MCA 陸上移動通信システムの終了に伴い、同周波数帯に分配されている「移動業

務」から「無線局の目的：一般業務用」を削除する。 

 
 
 3 施行期日 
 

答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更する。 
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周波数割当計画の一部を変更する告示案 
～80GHz帯高速無線伝送システム（狭帯域システム）の導入等に係る制度整備～ 

 71GHzから76GHzまで／81GHzから86GHzまで 
• 移動業務のための無線局の目的として、「放送事業用」を追加。 
 (⇒ 80GHz帯高速無線伝送システム（狭帯域システム）の導入に係る変更) 

 1455.35MHzから1475.9MHzまで／1503.35MHzから1518MHzまで 
• 移動業務のための無線局の目的から、「一般業務用」を削除し、同周波数帯に係る国内脚注J108を削除。 
 (⇒ 1.5GHz帯デジタルＭＣＡ陸上移動通信システムの終了に伴う変更) 

◎80GHz帯高速無線伝送システムの運用イメージ 

参 考 

◎変更概要 

災害時における高精細映像の伝送 高層ビル群をリンクしたＷＡＮ構築 

携帯電話等の基地局のエントランス回線 
隣接共聴施設からの延長幹線 

2 
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無線設備規則等の一部を改正する省令案について 

（平成26年６月11日 諮問第18号） 

 

［衛星放送における超高精細度テレビジョン放送の導入に係る制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （夏賀課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局放送技術課 

                         （山野課長補佐、金子係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７８５ 
 



諮問第 18号 説明資料 

 

無線設備規則等の一部を改正する省令案について 

 

１ 改正の背景  

近年、現行の高精細度テレビジョン放送（HDTV）を超える高画質化に資する映像

技術等の研究開発や国際標準化が進展しており、4Kや 8Kといった空間解像度等に対

応した超高精細度テレビジョン放送（UHDTV）の実現が期待されている。諸外国にお

いても、UHDTVに対応した次世代放送の実験や技術標準の検討等、放送の高画質化に

向けた取組が鋭意進められている。 

このような状況の下、総務省では、平成 24 年 11 月より「放送サービスの高度化

に関する検討会」を開催し、4K・8K に対応した放送サービスの開始時期やその普及

に向けた目標等に関するロードマップについて検討を進め、平成 25年６月に当該ロ

ードマップを策定・公表した。 

これらを踏まえ、我が国における超高精細度テレビジョン放送の実現、普及展開

等を図るために必要な技術的条件に関して、平成 25年５月より情報通信審議会にお

いて審議が進められ、平成 26年３月、超高精細度テレビジョン放送に関する技術的

条件のうち衛星基幹放送及び衛星一般放送に関する技術的条件について、同審議会

より一部答申を受けたところである。 

当該一部答申を踏まえ、衛星基幹放送及び衛星一般放送における超高精細度テレ

ビジョン放送の実施に必要な技術的条件について規定の整備を図るため、無線設備

規則等の一部改正を行うものである。 

 

２ 諮問の内容  

（１）無線設備規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号）の一部改正関係 

超高精細度テレビジョン放送に対応するため、高度広帯域伝送方式における電

波の型式、搬送波の変調波スペクトルの許容範囲等を改める。 

 

（２）標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成 23

年総務省令第 87号）の一部改正関係 

超高精細度テレビジョン放送に対応するため、高度広帯域伝送方式に係る標準

方式のうち、適用の範囲、多重化方式、搬送波の変調、映像信号及びその符号化、

音声信号及びその符号化、スクランブル等を改めるとともに、高度狭帯域伝送方

式に係る標準方式のうち、適用の範囲、映像信号及びその符号化、音声信号及び

その符号化等を改める。 
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（３）衛星一般放送に関する送信の標準方式（平成 23年総務省令第 94号）の一部改

正関係 

超高精細度テレビジョン放送に対応するため、高度広帯域伝送方式における搬

送波の変調波スペクトルの許容範囲等を改める。 

 

３ 施行期日  

公布の日から施行。 

 

４ その他  

その他、電波監理審議会への諮問を要しない省令及び告示に係る規定の整備を予定

しているところ、その対象は次のとおり。 

・ 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）の一部を改正する省

令案 

・ 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令（平成 23 年総務省令第 95

号）の一部を改正する省令案 

・ 関連情報の構成及び送信手順、ＰＥＳパケット、セクション形式、ＴＳパケッ

ト、ＩＰパケット、ＵＬＥパケット、ＭＭＴＰパケット、圧縮ＩＰパケット及

びＴＬＶパケットの送出手順、伝送信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述

子の構成を定める告示案（新規告示） 

・ 映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める告示案（新規告示） 

・ スクランブルの方式を定める告示案（新規告示） 

・ ＴＭＣＣ情報の構成を定める件（平成 23年総務省告示第 304号）の一部を改正

する告示案 
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解像度 画面サイズ（例） 国内での実用化状況 

２Ｋ 

４Ｋ 

８Ｋ 

  約２００万画素 
  1,920×1,080 
  ＝ 2,073,600 

  

 
  約８００万画素 
  3,840×2,160 
  ＝ 8,294,400  

 
約３，３００万画素 
  7,680×4,320 
  ＝33,177,600 

  

３２インチ等 

５０インチ等 
 ２Ｋの４倍 

 ２Ｋの１６倍 

 約2,000 = 2K 

 約4,000 = 4K 

 約8,000 = 8K   

８５インチ等 

○ 現行の高精細度テレビジョン放送（HDTV）は2K（フルHDの場合）。4K/8Kフォーマットに対応した超高精細度テレビ
ジョン放送（UHDTV）では、4Kは2Kの４倍、8Kは同じく16倍の画素数。高精細で立体感、臨場感ある映像が実現。 

○ 諸外国においても、UHDTVに対応した次世代放送の実験や技術標準の検討等、放送の高画質化に向けた取組が
進展（特に4K放送は各国で様々な取組が進められており、例えば韓国では、ケーブルテレビでの商用サービスが開始）。 

４Ｋ/８Ｋ（ＵＨＤＴＶ）の概要 諮問第１８号 参考資料 

・HDTV: High definition Television （高精細度テレビジョン放送）    ・UHDTV: Ultra-High Definition Television （超高精細度テレビジョン放送） 1 

試験的放送 
映画（デジタル制作・配信） 

等 

実験段階 
（パブリックビューイング） 

テレビ放送 



● 総務省ＩＣＴ成長戦略会議「放送サービスの高度化に関する検討会」において、ロードマップを策定・公表(昨年６月）。 

● ２０１４年に「４Ｋ」、２０１６年には「８Ｋ」の試験的な放送を、衛星放送等において開始。 

   ２０２０年には、「４Ｋ」、「８Ｋ」の放送が本格的に普及し、市販のテレビで視聴可能となることを目指す。 

● ロードマップの更なる具体化、加速化及び課題解決のための具体的方策の検討を進め、４Ｋ・８Ｋサービスの早期普及

を図るため、本年２月より、「４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォローアップ会合」を開催しているところ。 

・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

前倒し 

前倒し 

４Ｋ・８Ｋ放送の推進に関するロードマップ 
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東経110度ＣＳ放送 ＢＳ放送 東経124/128度ＣＳ放送 ➊ 
➋ 

➌ 

種類 ➊ ＢＳ放送 ➋ 東経１１０度CS放送 ➌ 東経１２４／１２８度ＣＳ放送 

特性 

【基幹放送】 
・三波共用受信機・共用アンテナ（地上・ＢＳ・１１０度ＣＳ）により、 

より多くの視聴者が簡便に視聴可能 

【一般放送】 
・視聴には、専用受信機・アンテナが必要 

番組数 
（H26.6.1） 

ＨＤ  ２８番組 

ＳＤ    １番組 

ＨＤ  ２１番組 
ＳＤ  ３３番組 

ＨＤ  １１６番組 

ＳＤ  １３５番組 

普及状況 
（H26.5月末） 

ＮＨＫ-ＢＳ契約件数 1,832万件（H26.4月末） 
ＷＯＷＯＷ加入者数 260万件 

スカパー！サービス 
加入者数 208万件 

スカパー！プレミアムサービス 
加入者数 130万件 

（参考） 衛星の伝送路の現状 
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○ 高精細度テレビジョン放送（HDTV）を超える高画質化に資する映像技術等の研究開発や国際標準化が進展しており、4Kや
8Kといった空間解像度等に対応した超高精細度テレビジョン放送（UHDTV）の実現が期待されており、諸外国でも取組が加速。 

○ 我が国における超高精細度テレビジョン放送の実現、普及展開等を図るために必要な技術的条件に関して、平成25年５月よ
り情報通信審議会において審議が進められ、本年３月、超高精細度テレビジョン放送に関する技術的条件のうち衛星基幹放
送及び衛星一般放送に関する技術的条件について、同審議会より一部答申を受けたところ。 

○ これを踏まえ、衛星放送における超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な制度整備を図るため、今般、無線設備規則、
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式等の一部改正を行うもの。 

衛星放送における超高精細度テレビジョン放送に関する制度整備について 

広帯域伝送 （34.5MHz帯域幅： BS放送、東経110度CS放送） → 「衛星基幹放送」 

● 4K/8Kに対応した放送を行うためには伝送容量が不足 

   → 新たな変調方式の追加、変調速度の高速化等 

● 4K/8Kは映像に係る情報量が膨大 

   → 最新の映像符号化方式を採用し、圧縮効率を向上 

● 4K/8Kに関する国際標準を踏まえ、高音質化、広色域化等に対応 

   → 最新の音声符号化方式を採用、広色域化に対応 等 

狭帯域伝送 （27MHz帯域幅： 東経124/128度CS放送） → 「衛星一般放送」 

● 現行の変調方式等で4K放送に対応（伝送容量は現行のまま） 

● 4Kは映像に係る情報量が膨大 

   → 最新の映像符号化方式を採用し、圧縮効率を向上 

● 4Kに関する国際標準を踏まえ、高音質化、広色域化等にも対応 

   → 最新の音声符号化方式を選択可能、広色域化に対応 等 

１中継器の利用イメージ 

○ HDTV（フルHD）  2ch 

（フルＨＤではない場合 3ch） 

現在の利用状況 高度広帯域伝送方式（改正後） 

○ UHDTV(8K) 1ch 

○ UHDTV(4K) 3ch 

広帯域伝送方式 

 ・伝送容量： 最大約52Mbps 

 ・映像符号化方式： MPEG-2 

・伝送容量： 最大約100Mbps 

・映像符号化方式： 
                   H. 265 | HEVC 

１中継器の利用イメージ 

○ HDTV（フルHDではない） 3ch 

現在の利用状況 

高度狭帯域伝送方式 

 ・伝送容量： 最大約45Mbps 

 ・映像符号化方式： 
     H. 264 | MPEG-4 AVC 

・伝送容量： 最大約45Mbps 

・映像符号化方式： 
                   H. 265 | HEVC 

○ UHDTV(4K)  1ch 

○ HDTV（フルHD） 4ch 

高度狭帯域伝送方式（改正後） 
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HDTV（2K）の色域 
（ITU-R勧告BT.709） 

UHDTV（4K/8K)の色域 
（ITU-R勧告BT.2020） 

(1)新たな変調方式を追加することで、電波に詰め込む情報量を拡大 （→「衛星基幹放送」） 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 
位相の異なる4個の信号点配置で構成 
されるデジタル位相変調方式 

8PSK (8-ary Phase Shift Keying) 
位相の異なる8個の信号点配置で構成 
されるデジタル位相変調方式 

16APSK (16-ary Amplitude and Phase Shift Keying) 
振幅・位相の異なる16個の信号点配置で構成される
デジタル振幅位相変調方式 

※ 信号点配置を増やすことで、 
伝送容量を拡大 

QPSK 8PSK 16APSK （信号点配置の例） 

（参考） 超高精細度テレビジョン放送に関する技術的条件についての規定整備 

(3)最新の音声符号化方式として、MPEG-4 AAC等を採用、最大入力音声チャンネル数22.2チャンネルに対応 

   （→「衛星基幹放送」、「衛星一般放送」※）※衛星一般放送はMPEG-2AACも可 

  ・ 基本サービス用に、最大22.2chの高音質・高臨場感サービスを実現するMPEG-4 AACを導入 （AAC: Advanced Audio Coding） 

  ・ さらに、ロスレス（原音からの劣化のない）高音質サービス用として、MPEG-4 ALSを導入 （ALS:  Audio Lossless Coding） 

(2)最新の映像符号化方式として、H.265 （HEVC）を採用 （→「衛星基幹放送」、「衛星一般放送」） 

  ・ 現行のMPEG-2やH.264(MPEG-4 AVC)に比べて、4K/8K映像を高効率に符号化可能な映像圧縮方式を導入 

(4)映像フォーマット、フレーム周波数や色域も拡大 

   （→「衛星基幹放送」、「衛星一般放送」※）※衛星一般放送は4Kまで 

  ・ 映像フォーマットとして、4K（3840×2160）、8K（7680×4320）を採用 

  ・ フレーム周波数に60Hz、120Hzを採用し、動画質を向上 

  ・ 広色域システムを導入し、表現可能な色域を拡大 

(5)新たな多重化方式として、MMT（MPEG Media Transport）を採用 （→「衛星基幹放送」） 

  ・ 新たなMMT・TLV方式と、現行のMPEG-2 TS方式（一部規定を追加）を 

併記し、今後、民間標準化機関で運用規定等を策定する際に、 

諸外国の最新動向等も踏まえ、多重化方式の具体的な運用方法を検討 
通信 30 Mbps

90 Mbps放送

120 Mbps

MMTを用いて複数の伝送路を共通的に利用 
→放送だけ、通信だけでは伝送できない高品質番組を提供 5 



BS放送、東経110度CS放送 

広帯域伝送方式 高度広帯域伝送方式 
高度広帯域伝送方式 

【今回の規定整備により4K/8Kに対応】 

使用周波数帯 11.7～12.2GHz（BS）、12.2～12.75GHz（CS） 

伝送帯域幅 34.5MHz 

変調方式 BPSK, QPSK, TC8PSK π/2シフトBPSK, QPSK, 8PSK π/2シフトBPSK, QPSK, 8PSK, 16APSK 

変調速度 28.86Mbaud 32.5941Mbaud 33.7561Mbaud 

多重化方式 MPEG-2 TS 
MPEG-2 TS 

TLV 

MPEG-2 TS 

MMT･TLV 

映像符号化方式 MPEG-2 H.264 | MPEG-4 AVC H.265 | HEVC 

音声符号化方式 MPEG-2 AAC 
MPEG-2 AAC 

（最大入力音声チャンネル数は22.2） 

MPEG-4 AAC，MPEG-4 ALS 

（最大入力音声チャンネル数は22.2） 

映像入力フォーマット 
480/I, 480/P [SD] 
720/P, 1080/I [HD] 

480/I, 480/P [SD] 

1080/I, 1080/P [HD] 

1080/I, 1080/P [HD] 
2160/P, 4320/P [UHD] 

色域 ITU-R BT.709 
ITU-R BT.709（従来色域） 
IEC 61966-2-4（広色域） 

ITU-R BT.709※１, IEC 61966-2-4※１, 
ITU-R BT.2020※２ 

スクランブル方式 MULTI2 AES, Camellia 

※１ 1080/I， 1080/Pの場合 
※２ 2160/P， 4320/Pの場合 

（参考） 現行方式との比較① 広帯域伝送 
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東経124/128度CS放送 

狭帯域伝送方式 高度狭帯域伝送方式 
高度狭帯域伝送方式 

【今回の規定整備により4Kに対応】 

使用周波数帯 12.2～12.75GHz 

伝送帯域幅   27MHz 

変調方式 QPSK 8PSK 8PSK 

情報レート 
（標準レート） 

約29Mbps 最大約45Mbps 最大約45Mbps 

多重化方式 MPEG-2 TS MPEG-2 TS 

映像符号化方式 MPEG-2 
MPEG-2 

H.264 | MPEG-4 AVC 

MPEG-2※２ 

H.264 | MPEG-4 AVC※２ 
H.265 | HEVC※３ 

音声符号化方式 MPEG-2 AAC※１ 
MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC 

MPEG-4 ALS 

映像入力フォーマット 
480/I, 480/P [SD] 

720/P, 1080/I [HD] 

480/I, 480/P [SD] 

720/P, 1080/I, 1080/P [HD] 

2160/P [UHD] 

色域 ITU-R BT.709 
ITU-R BT.709※２, IEC 61966-2-4※４, 

ITU-R BT.2020※５ 

スクランブル方式 MULTI2 MULTI2 

※１ MPEG-2 Audio BCも使用可能 ※４ 1080/I，1080/Pの場合 
※２ 2160/Pを除く  ※５ 2160/Pの場合 
※３ 1080/I，1080/P，2160/Pの場合   

（参考） 現行方式との比較② 狭帯域伝送 
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